
名 称

　本 地区 は、Ｊ Ｒ荻窪 駅南東 に位置 し、 良好な 低層住 宅を中 心と した住 宅地が 形成さ れてい る。

　し かし 、近年 、敷地 の細分 化とそ れに ともな う庭や 樹木の 減少 など､住環 境の悪 化が進 行しつ

つあ る。

　そ こで 、みど りの保 全と建 築物等 に関 する制 限を行 うこと など により 、良好 な住環 境を維 持し

　地 区内 に配置 されて いる道 路の機 能が 損なわ れない よう維 持、 保全に 努め、 修景整 備を図 る。

　地 区の 住民が 利用す る街区 公園規 模の みどり 豊かな 公園を 整備 するほ か、善 福寺川 に面し た
小公 園等 を適切 に配置 する。

及び保全に関する方針

（以 下「水 平距離 」とい う。 ）は、 １ｍ以 上とす る。

　建 築物の 外壁又 はこれ に代 わる柱 の面か ら道路 境界 線まで の水平 距離

理 由

地 区 計 画 の 目 標

土 地 利 用 の 方 針
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最低限 度

壁 面 の 位 置 の 制 限

大 田 黒 公 園 周 辺 地 区 地 区 計 画

地区 計画の 決定　 平成８ 年１月 ５日

位 置

面 積

　 本地区 を区分 し、そ れぞ れの方 針を次 のよう に定め る。
　 １　住 宅地区
　 　　規 模の大 きな敷 地や 屋敷林 を維持 、保全 し、質 の高 い住環 境の形 成を図 る。
　 ２　商 業地区
　 　　住 宅地区 と調和 のと れたま ちなみ の形成 を図る 。
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杉 並 区 荻 窪 二 丁 目 、 荻 窪 三 丁 目 、 荻 窪 四 丁 目 及 び 荻 窪 五 丁 目 各 地 内

( １) 　外壁 又はこ れに代 わる 柱の中 心線の 長さの 合計 が３ｍ 以下で ある

　　 もの。

( ２) 　物置 その他 これに 類す る用途 に供し 、軒の 高さ が２． ３ｍ以 下で、

　　 かつ、 床面積 の合計 が５ ㎡以内 である もの。

計画 図に示 す区 域以外 は、１ ００㎡

計画 図に示 す区 域内は 、１５ ０㎡

大 田 黒 公 園 周 辺 地 区 地 区 計 画 　 　 計 画 図
( 位 置) 　荻 窪二丁 目、荻 窪三丁 目、 荻窪四 丁目及 び荻窪 五丁目 各地 内

「地区計画」の概要

大田黒公園周辺地区

東 京 都 市 計 画 地 区 計 画

( ２) 　地区 の良好 なまち なみ の形成 に貢献 する築 地塀 、竹垣 など。

　　 造、石 造など これら に類 するも の。

( １) 　地盤 面から の高さ を１ ｍ以下 とした 、コン クリ ート造 、ブロ ック

次の 各号の いずれ かに該 当す る構造 の垣又 はさく は、 この限 りでな い。構 造の制 限

垣 又 は さ く の

地の まちな みに調 和した 意匠 とする 。

　建 築物の 屋根、 外壁及 び建 築物に 附属す る工作 物等 は、刺 激的な 原色を 避け、 良好 な住宅

　た だし、 ５００ ㎡未満 の敷 地に建 築物を 建築す る場 合又は 水平距 離が

１ｍ 未満の 建築物 若しく は建 築物の 部分で 、次の いず れかに 該当す る場

合は 、この 限りで ない。

約 　４２ ．７hａ

地区計画のあらまし

その他当該地区の整備､開発

－地区計画の届出と建築物等の制限－
杉 並 区 都 市 整 備 部 ま ち づ く り 推 進 課

　道 路に面 する垣 又はさ くは 、生け 垣や透 視可能 なさ くとす る。た だし、

みど り豊 かな落 ち着き のある まちな みの 形成を 図る。

　良 好な 住環境 を維持 、保全 し、み どり 豊かな 落ち着 きのあ るま ちなみ の形成 を図る ため、 地
区の 区分 に応じ 、敷地 面積の 最低限 度、 壁面の 位置、 形態又 は意 匠、垣 又はさ くの構 造の制 限
を定 める 。

　看 板等は 、落ち 着きの ある ものと し、計 画図に 示す 区域内 にあっ ては一 面当た りの 表示面

積を １㎡以 下とす る。

良好 な住環 境を保 全する とと もに、 みどり 豊かな 落ち着 きの あるま ちなみ を形成 するた め、 地区計 画を決 定する 。

建築 物等の 形態又 は

意 匠の制 限

　地 区内 の屋敷 林、大 木、生 け垣な どの 保全、 育成に 努める 。宅 地の造 成にあ たって は、落 ち

着き のあ るまち なみの 形成に 配慮し 、既 存の樹 木等の 保全と あわ せ、積 極的に 緑化を 推進す る。

名 称
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住 宅 地 区

約　 ３７． ９hａ

商 業 系 地 区

約　 ４． ８hａ
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建築物・工作物の

形態又は意匠の変更

● 立面図( ２面以上)

１／１００以上

１ ． 地 区 計 画 の 届 出 と は

行 為 の 種 別 図 面 備 考

土地の区画形質

　　の変更

建築物の建築

工作物の建設

建築物・工作物の
　
　　　用途の変更

　( 公共施設配置図)

● 案内図

● 区域図

● 設計図

● 案内図

● 配置図

１／１００でも可
★印の図面は

１／１，０００以上

縮 尺

１／１００以上

４ ． 届 出 の 手 続 き の な が れ

地区計画の届出から行為の着手までのおおまかな手続きのながれは以下のとおりです。

建築物は建築できません。

基づく条例を制定しています。条例に適合しない建築計画は、建築確認通知はされず、

　また、建築物に関する制限事項のうち、その一部の項目については、建築基準法に

　地区計画の区域内で、建築計画や土地の区画形質の変更などを行うときは、届出・　

勧告制度が適用され、地区計画の内容に適合するように規制・誘導していきます。

　地区計画の区域内で建築物を建てたり、建築物の用途を変えたりする場合などは、

工事の着手の３０日以上前に届出をしていただきます。もし、届出の内容が地区計画

に適合しない場合は、区長が地区計画に適合するように勧告を行います。

　届出の用紙は、区・まちづくり推進課に用意してあります。

①地区計画の区域内における行為の届出書

　地区計画の届出をする際に必要な書類は次のとおりです。

３ ． 届 出 に 必 要 な 書 類

２ ． 届 出 の 必 要 な 行 為

土地の区画形質の変更（切土・盛土、道路・宅地の造成など）

建築物の建築、工作物の建設

建築物等の形態又は意匠の変更

　地区計画の区域内で届出を必要とする行為は次のとおりです。

＊　土地の区画形質の変更を行う場合、都市計画法第２９条の許可を必要とする行為

　については届出は不要です。

　は届出が不要な場合があります。

②添付書類

事 前 相 談

勧告しない旨の通知

( 適合していない場合)

（建築確認申請が不要な場合には、直接工事

の着手になります。）
工 事 着 手

建 築 確 認 申 請

届 出 内 容 の 審 査

地 区 計 画 の 届 出

設 計 等 の 変 更

設 計 変 更 等 の 勧 告

合には、所定の手続きを行う。

地区計画の届出の外に事前相談・届出等が必要な場

　　また、上記に記載する行為であっても、仮設建築物の建築等一定の行為について

● 案内図

● 配置図 １／５０以上　★

１／５０以上　★● 立面図( ２面以上)

● 各階平面図 １／５０以上　★

１／５０以上　★※屋根 ・外壁 等の 色彩
　を 明記
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届出の用紙は、区・市街地整備課に用意してあります。
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